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配布数 回収数 回収率

382件2,000件① 19.1％
234件1,500件② 15.6％
201件1,500件③ 13.4％
468件3,000件④ 15.6％

回収結果
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教育に関する意識調査1

①江東区民（18歳以上）、②江東区立小学校に在籍する児童（4～6年生）、
③江東区立中学校に在籍する生徒、④上記②、③の保護者

　計画の策定にあたり、教育に関するニーズや課題等を抽出し、
計画の基礎資料とするため、児童・生徒、保護者及び区民を対象
に、以下のとおり意識調査を実施しました。

調査対象
　一般公募により区内在住・在学のこどもから参加者を募集し、「学習」、
「生活」、「環境」、「先生」の４つのテーマについて、グループワークによる
意見交換、発表を行いました。

　計画の策定にあたり、計画の主体となるこどもが計画の策定
過程に参画できる機会を設け、計画にこどもの意見を反映する
ため、以下のとおり意見聴取を実施しました。

こども教育委員会（ワークショップ型）

　多様なこどもから広く意見を取り入れるため、意見シートへの記入方式に
よる意見聴取を行いました。

江東教育七夕まつり（アウトリーチ型）調査依頼文を郵送により配布し、回答は本人入力によるWEB回答方式
※①の調査では、調査用紙の郵送による回答あり

調査方法

令和6年10月16日～11月11日

実施期間
江東区こども議会（体験参加型）

こどもからの意見聴取2

　区立中学校の生徒が「こども議員」となって、教育施策についてを議題と
する「こども議会」を開会しました。6グループに分かれて、自分たちが考える
学習や学校などの課題と、こう
なってほしいという意見・提案を
発表し、区管理職との意見交換を
行いました。

教育に関する意識調査 こどもからの意見聴取

https://www.city.koto.lg.jp/580106/kodomo/kyoiku/bijon/plankoto/dai3ki/ishikichousa2024.html
https://www.city.koto.lg.jp/580106/kodomo/kyoiku/bijon/plankoto/dai3ki/kodomokaranoikentyousyu.html


氏 名役 職 所属等 備 考委員要件

有明教育芸術短期大学学長 学識経験者若林 彰委員長

元小学校PTA連合会会長 小学校保護者代表

中学校PTA連合会会長 中学校保護者代表

星野 清志

戸田 正悟
山中 聡

委員

元幼稚園PTA連合会会長 幼稚園保護者代表池田 香菜子委員

帝京大学大学院教職研究科教授前島 正明副委員長 学識経験者

江東区スポーツ推進委員会会長 スポーツ推進委員会代表吉田 覚委員

田中 弘子委員

委員

主任児童委員代表

江東区町会連合会副会長
富岡地区連合町会会長

江東区民生・児童委員協議会
主任児童委員部会長

向井 眞幸委員 町会・自治会代表

青少年委員会代表江東区青少年委員会会長福山 憲治委員

令和6年度会長

令和6年度会長

公募区民 公募委員大平 千鶴委員

公募区民 公募委員川倉 祐美委員

委員交代
（令和7年8月1日）
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教育推進プラン・江東策定委員会

委員名簿

教育推進プラン・江東策定委員会3

令和6年5月31日 6江教庶第470号
（設置）
第1条 教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第2項の規定に基づく教育の
振興のための施策に関する基本的な計画（以下「計画」という。）の策定
に当たり、意見を聴取する機会を設けるため、教育推進プラン・江東策定
委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）
第2条 委員会は、計画の策定に関する事項について検討及び意見交換を行う。
（組織）
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
　2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱するものをもって
充てる。

　　（1）学識経験者
　　（2）公募により選任された区民
　　（3）区立小学校、中学校、義務教育学校又は幼稚園に在籍する児童、生徒
　　又は園児の保護者
　　（4）前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
　3 委員長は、委員の互選により選出する。
　4 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
（任期）
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了する日までとする。
（運営）
第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
　2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた
ときは、その職務を代理する。

　3 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員
がその職務を代理する。

　4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は
他の方法で意見を聴くことができる。

（部会）
第6条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
　2 部会長及び部会員は、委員長が指名する。
　3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。

　4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、又は
他の方法で意見を聴くことができる。

（庶務）
第7条 委員会及び部会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。
（委任）
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長
が別に定める。

教育推進プラン・江東策定委員会設置要綱

https://www.city.koto.lg.jp/kodomo/kyoiku/bijon/plankoto/sakuteiiinkai/index.html


回会議名等 開催日 内 容

第2回

令和6年8月30日
令和6年9月11日

委員委嘱、ガイダンス、計画策定方針、教育に関する意識調査
設問案の報告、こどもの意見反映の手法の検討

令和7年1月20日
令和7年1月31日

教育に関する意識調査の結果報告、教育について現状分析・
課題の抽出、こどもの意見反映の手法の報告

策定検討委員会
策定委員会教育推進プラン・江東

策定検討委員会
策定委員会教育推進プラン・江東

第1回

教育施策大綱及び計画の改定について令和6年9月13日第1回総合教育会議（令和6年度）

第3回 令和7年3月26日
令和7年4月16日 教育施策大綱（素案）報告、計画骨子案（たたき台）報告策定検討委員会

策定委員会教育推進プラン・江東

教育施策大綱の改定について令和7年2月5日第2回総合教育会議（令和6年度）

第4回 令和7年5月9日
令和7年5月14日 教育施策大綱報告、計画骨子報告策定検討委員会

策定委員会教育推進プラン・江東

教育施策大綱の策定、計画骨子案について令和7年5月1日第1回総合教育会議（令和7年度）

第5回 令和7年8月21日
令和7年8月27日 こどもからの意見聴取実施結果報告、計画（素案）報告策定検討委員会

策定委員会教育推進プラン・江東

こども教育委員会、江東教育七夕まつり、江東区こども議会令和7年6月～7月－こどもからの意見聴取

第6回 令和7年10月24日
令和7年11月5日 計画（素案）とりまとめ策定検討委員会

策定委員会教育推進プラン・江東

－ 令和7年12月11日～
令和8年1月9日 計画（素案）についてパブリックコメント

第7回 令和8年1月23日
令和8年1月28日 パブリックコメント結果報告、計画（素案）修正案報告策定検討委員会

策定委員会教育推進プラン・江東

計画（素案）について令和7年9月9日第2回総合教育会議（令和7年度）
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教育推進プラン・江東（第3期）の策定経過4
教育推進プラン・江東（第3期） 策定経過
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教育推進プラン・江東（第3期）

令和８年3月
印刷物登録番号（7）88号
編集発行 江東区教育委員会事務局庶務課
 江東区東陽四丁目11番28号
 電話（3647）9111（大代表）
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